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地域公共交通活性化再生法とは

地域公共交通に関する計画や様々な事業に関する措置について定め、地域旅客運送サービスの確保に
資するよう、地域公共交通の活性化及び再生のための地域の主体的な取組等を推進する法律。

・「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする、地域公共交通の
マスタープラン。原則として、全ての地方公共団体において作成が必要。

・自治体や地域の交通事業者、利用者等により構成される協議会等を通じて作成。

地域公共交通計画

地域公共交通特定事業

・地域旅客運送サービス継続事業や、地域公共交通利便増進事業等、地域の実
情に応じて様々な取組の実施を円滑化するための事業。
・地域公共交通計画に事業の実施を記載し、事業を実施するための計画を作成。
国土交通大臣の認定を受けることで、法律上の特例措置を受けることができる。

 地域旅客運送サービス継続事業
：公募を通じて廃止予定路線の交通
を維持。

 地域公共交通利便増進事業
：ダイヤ、運賃等のサービス改善により
交通の利便性を向上。

 その他LRTの整備、鉄道の上下分離、
貨客混載等の取組の実施を円滑化す
るための各種事業。

地域公共交通特定事業

地方公共団体
又は事業者が、
事業ごとに実
施計画を作成

国土交通大臣
が認定、事業
許可のみなし
特例等の特例
措置

その他の事業

＜事業スキーム＞
・事業者が単独で又は共同
して、事業についての計画
を作成。（地域公共交通
計画への記載は不要。 ）
・国土交通大臣の認定を受
けることで、法律上の特例
措置を受けることができる。

 新地域旅客運送事業
：DMV等の複数の交通
モードにまたがる輸送
サービスの実施を円滑化。

 新モビリティサービス事業
：MaaS等の新たなモビリティ
サービスの実施を円滑化。
新モビリティサービス協議会
における議論が可能。

1



2

平成
１９年
制定

平成
２６年
改正

令和
２年
改正

 平成19年に地域公共交通活性化再生法を制定し、市町村が主体となって幅広い
関係者の参加による協議会を設置。

 「地域公共交通総合連携計画」の策定を通じて、地域公共交通の維持･確保や利
便性向上に取り組むことを促進する制度を整備。

 ①まちづくりと連携（コンパクト・プラス・ネットワーク）、②面的な公共交通ネットワー
クを再構築を図るため、「地域公共交通網形成計画」を法定計画として規定。

 バス路線の再編等を実施する「地域公共交通再編事業」を創設し、その実施計画につ
いて国が認定し、法律・予算の特例措置を適用することにより、計画の実現を後押しする
制度を整備。

地域公共交通活性化再生法の制定・改正の変遷

 地域公共交通網形成計画を「地域公共交通計画」と改め、地方公共団体の作成を努
力義務として規定。

 「地域旅客運送サービス継続事業」、「地域公共交通利便増進事業」等を創設し、地
域における移動手段の確保や地域公共交通の充実を図る制度を整備。



地域公共交通計画とは

○ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（令和2年11月改正）に基づき、地方公共団体が作成する
「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする地域公共交通のマスタープラン。

○ 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成するよう努めなければならない。

 まちづくり・観光振興等の地域戦略との一体性の確保
・コンパクトシティ等のまちづくり施策との一体的推進
・観光客の移動手段の確保等、観光振興施策との連携

 地域全体を見渡した地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保
・公共交通をネットワークとして捉え、幹線・支線の役割分担の明確化
・ダイヤや運賃等のサービス面の改善による利用者の利便性向上

 地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せ
・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有
償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）を最大限活用
・MaaSの導入等、新たな技術を活用した利用者の利便性向上

 住民の協力を含む関係者の連携
・法定協議会を設置し、住民や交通事業者等の地域の関係者と協議
⇒地域の移動ニーズに合わせて、地域が自らデザインする交通へ

計画のポイント

 利用者数、収支、行政負担額などの定量的な目標の設定と毎年度の評
価・分析等の努力義務化 ⇒ データに基づくPDCAを強化

鉄軌道 旅客船路線バス

コミュニティ
バス デマンド交通

公共交通機関

乗用タクシー

自家用有償旅客運送

福祉輸送、スクールバス、
病院・商業施設等の送迎サービスなど

地域旅客運送サービス
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定量的な目標設定と評価の実施について

【定量的な目標の設定に当たって】

具体的には、「利用者数、収支、公的負担額
（サービス費用に係る国又は地方公共団体
の支出の額）」等の指標を定めること（施行
規則第10条の２）

評価に関する事項
基本的な方針で定めた事業内容
については、以下のスケジュールで
評価

地域公共交通計画の目標

１．公共交通の利便性を向上させ、
利用者を増加させる。
指標１
公共交通利用者数
○人（××年）⇒○人（△△年）

２．持続可能な移動手段を確保す
るため、収支率の改善を図る。
指標２
◆◆線の収支率
○％（××年） ⇒ ○％（△△年）

･･･【評価の実施に当たって】

施策の実施状況について、関係者で議論の上、
毎年度調査、分析及び評価を行うこと

必要に応じて地域公共交通計画の見直しを
行うこと

調査、分析及び評価を行ったときは、その結果
を国へ送付すること

指標１
６ヶ月ごと協議会に、■■社、
▲▲社が、自社のデータを基に
報告

指標２
１年ごと開催する協議会に、
▼▼市おいて、「□□統計調
査」に基づき報告

･･
･

ＰＤＣＡサイクルを回しま
す！！

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

評価に関する事項地域公共交通計画の目標

･･･

公共交通の利便性を向上させ、
利用者を増加させる。

いつ、何を、誰が、どのように、やるかが具体的に書かれていない
⇒取組が形骸化するおそれ

数値指標なし･･･

望ましくない目標設定・評価の例

目標設定・評価の例

地域公共交通計画の作成に当たっては、「定量的な目標設定 」（法第5条第4項）と「毎年度の調
査、分析及び評価の実施」（法第7条の2第1項）に努めること。
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地域公共交通計画と補助制度の連動化

・地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

・地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

・目標を達成するために行う事業及び実施主体

・地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系

統の概要及び運行予定者

・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びそ

の負担額

・補助を受けようとする手続に係る利用状況等の継続的な測定手法

・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組

・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項

・その他、詳細な事項

・地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

・補助系統の概要及び運送予定者

・補助系統に関する定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法

・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者、負担額

・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（幹線系統のみ）

・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項

・その他、詳細な事項（協議会の開催状況・利用者意見の反映状況）

・地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（補助系
統）の地域の公共交通における位置づけ・役割

・上記の位置付け等を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

・補助系統に係る事業及び実施主体の概要

・地域公共交通計画全体の定量的な目標・効果とその評価手法

①地域公共交通計画に位置付ける事項

②地域公共交通計画の別紙として提出する事項（毎年度提出）

生活交通確保維持改善計画の記載事項

これまでの補助制度 地域公共交通計画と連動した補助制度

・これまでの補助制度では、補助要綱に基づく補助計画（生活交通確保維持改善計画）を作成することとしており、補助要件として地域公共交通
計画（旧：網形成計画）の作成や、補助系統の位置付けを求めていませんでしたが、効果的・効率的な支援を実施するため、令和2年11月の
「活性化再生法」の改正と合わせる形で、地域公共交通計画の作成及び計画における補助系統等の位置付けの補助要件化を行いました。

・補助事業の活用のためには、補助系統の地域の公共交通における位置付けや補助事業活用の必要性等について、地域公共交通計画に記載
が必要であり、活性化再生法に基づく法定協議会において協議がなされる必要があります。

・これまで幹線やフィーダー補助を活用する際の生活交通確保維持改善計画で位置付けられてきた補助系統に関する事項のうち、上記のような地域
公共交通計画の「本体」に位置付ける事項以外については、計画の「別紙」として提出することとなり、地域公共交通計画の一部として毎事業年度、
法定協議会における協議の手続等を経る必要があります。

※本制度の経過措置期間は令和6年事業年度（令和5年10月1日～令和6年9月30日）までであり、経過措置期間終了後に、補助対象系
統等を位置付けた地域公共交通計画がない場合には、補助対象外となります。

毎年度、国が地域公共交通計画（補助関係部分+別紙）を認定。
事業実施後、事業評価（自己評価・国による評価）を実施。

内
容
の
整
合
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Step1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（補助系統）の地域の公共交通にお
ける位置付け・役割について、表・地図を使って分かりやすく整理しましょう。

地域公共交通計画への記載イメージ

補助事業の認定申請については、地域公共交通計画（本体）において、補助系統の地域の公共交通における位置付け、補助事業の必要性等
について設定する必要があります。これまでの補助計画のように補助事業のみについて記載するのではなく、地域公共交通計画の各記載事項の中に
溶け込ませた形で記載する必要があります。
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Step2 Step1で整理した位置付け等を踏まえ、対象地域における補助事業の必要性について記載しましょう。

地域公共交通計画への記載イメージ

Step3 補助系統を含む地域公共交通に係る事業及び実施主体の概要について、表などを使って整理しましょう。
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地域公共交通計画への記載イメージ

Step4 地域公共交通全体の定量的な目標・効果とその評価手法を整理しましょう。

地域が自らの目指す方向性に合わせて、具体的な数値指標・目標値を設定します。加えて、各数値指標の評価方法についても記載してください。
「標準指標」である地域公共交通の利用者数や収支状況、投じられる公的負担額の目標は、 原則全ての計画において設定してください。

●新制度では、原則として法定協議会（幹線補助については乗合バス事業者又は法定協議会）に対して補助（補助金の支払い）を行うことに
なります。これまでに説明した地域公共交通計画への記載のほか、以下の確認 ・ 変更が必要です。
「協議会財務規程の制定」 「協議会口座の準備」 「協議会規約の見直し」 「協議会の構成員が要件を満たしているかの確認※」
※活性化再生法及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱、いずれの要件も満たす必要があります。
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交通計画と補助制度の連動化に伴うＰＤＣＡサイクルのイメージ
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【参考資料】地域公共交通計画作成のための手引き

10

地域公共交通計画等の作成と運用の手引き
• 地域公共交通計画等の作成にあたり、計画の作成手順、考え方を
示した手引きを作成しました。（令和4年3月第3版公表）

• 本手引きは、特に、初めての公共交通計画で何から手を付けてよいか
分からない方や、公共交通専任の担当者が少数又は担当者不在の
地方公共団体の方が、地域公共交通計画を作成する上で踏まえる
べきポイントを明確にし、真に検討すべき事項を明らかにするための観
点からまとめております。

• 入門編：計画作成の背景やポイント、基本的な考え方を記載
詳細編：計画作成の詳細や各種調査・分析手法、事例等を記載（入門編） （詳細編）

地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット

• 令和2年11月の「地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律」の改正と合わせる形で、地域公共交通計画の
作成及び計画における補助系統等の位置付けの補助要
件化（計画制度と補助制度の連動化）が行われました。

• 地方公共団体職員の皆様や交通事業者の皆様が、今後、
計画と連動化した補助事業の活用を検討する上で参考に
なる情報を取りまとめております。

上記の手引きや補助金交付要綱・実施要領は国交省HPに掲載しています。
〈計画作成の手引き〉 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html
〈地域公共交通確保維持改善事業〉 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html

